
事業計画書 
令和 4 年 3 月 15 日 

 

１．施設の管理運営に当たっての経営理念・基本方針について 

 

 [ワーカーズコープの基本理念] 

・人の潜在能力、可能性を信頼し、その主体者としての成長、発達に最大の価値を置い

ています。 

・３つの協同（利用者との協同、地域との協同、働く者どうしの協同）を大切にします。

利用者・家族、地域の人たちの参加する場面をたくさんつくり、一緒に創りあげるこ

とを大切にします。 

・地域の課題を住民が主体となって解決していくことを通じて、地域の再生とまちづく

りを目指しています。 

 

1)施設の運営理念 

   私たちは、地域住民が主体的に運営に参加し、まちぐるみで支えあう、地域多世代交

流の拠点、地域コミュニティの核となる白根健康福祉センターを目指します。 

   また、隣接する白根児童センター､ひまわりクラブとの連携､近隣施設や様々な団体と

の協力関係を作りながら、複合的な取り組みができる福祉の拠点を目指していきます。 

  2)大切にしていく点 

   ①参加  ②話し合い  ③共生  ④柔軟性  ⑤専門性 

 3)基本方針 

   私たちは、地域住民の自主性、主体性を育むことを中心に捉えて、次の「３つの貢献」

を大切にします。 

   ①地域住民の交流への貢献 

  ②地域住民の健康への貢献 

③地域の再生とまちづくりへの貢献 

 

２．職員の配置について 

   職  種 勤務形態 資格・技能・経験など 

1 センター長・施設管理運営担当 常勤 防火･防災管理者有資格者、第一種衛
生管理者 

2 企画・施設管理運営・経理担当 常勤 保育施設経験者、子育て経験者、 

児童厚生２級指導員 

3 企画・施設管理運営担当 常勤 子育て経験者、訪問介護員 2 級課程取

得、福祉住環境コーディネーター2 級 

4 企画・施設管理運営担当 非常勤 教員免許、児童厚生 2級相談員 

5 企画・施設管理運営担当 非常勤 子育て経験者、サービス介助士準 2 級 



３．職員の研修計画について 

[学び合い、気付きを高め、主体性を発揮する働き方「協同労働」の実践] 

  ワーカーズコープは人の可能性や潜在力を信頼し、その主体者としての成長に最大の価値

を置いています。そのために、自らの仕事を狭く限定せずに、日々、接する人たちの思い

を受け止め、その力を受け止め、引き出し、ニーズに応える取り組みを「協同・連帯」の

精神で地域に創造していく職員の育成に努めます。 

 

1)重点施策 

  ・実践を通じて「感じる」「ふれる」「参加する」ＯＪＴの重視 

  ・日々の記録、徹底した話し合いと事例検討会の開催 

  ・一ヶ月毎の振り返りとまとめ 

  ・利用者や地域への情報の発信 

  ・各専門家とのネットワークや外部研修活動への参加 

  ・協同労働を通じ学びあう関係づくり 

  ・チームワークの形成 

 

 2)実践に即した研修・学習 

   ①年数別研修（法人支部主催） 

   ・新入スタッフ研修（３ヶ月、６ヶ月、１年） 

    →理念、職場づくり、接遇マナー、センターの役割、地域資源、記録･報告、OJT 等 

   ・スタッフ基礎研修 

    →法人理念･歴史･経営、職員の役割、業務の基本の振り返り、リスクマネジメント、

新人育成、まとめる力等の向上、経理研修 

  ②管理職研修、責任者研修（法人支部主催） 

   ・館長研修－館長の役割、地域との協同 

   ・ネットワーク力 

   ・リーダーシップ論 

   ・ファシリテーター育成講座 

   ・リーダー研修→リーダーの役割、記録の取り方と会議の持ち方、新人育成 

  ③部門別研修（現場内） 

   ・乳幼児、児童、中高生、成人、高齢者、障がい者等、各分野の専門性を高めるカリ

キュラムを中心に進めていきます。 

   ・危機管理研修（不審者対応研修、嘔吐物処理研修、救急処置研修等） 

  ④その他 

   ・他の関連施設等の見学 

   ・全国のワーカーズコープの現場との交流、合同事例検討会、各プロジェクト参加 

   ・年数回の他事業所との合同学習会の開催ならびに参加 

   ・全国公共サービス、よい仕事研修交流集会への参加 

 



４．個人情報の取り扱い・コンプライアンス 

  個人情報を適切に保護し、内外の脅威から守ることが社会的義務と考え、個人情報の取

り扱いについては以下の方針のもとで行います。 

  ①法人策定の「個人情報保護規定」を遵守すること。 

  ②個人情報保護の重要性について、職員に対する教育啓蒙活動を実施する他、個人情報

保護の管理責任者を置き、適切な個人情報保護のための方針を策定し、実施、維持、

継続的改善を行うこと。 

  ③個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守すること。 

   ※個人情報の保護に関する日本の法令および新潟市個人情報保護条例、その他の規範

遵守します。 

 

 1)書類や電子データの管理等 

  ①個人情報については、所定の保管場所にて施錠を行います。とりわけ日誌、個人記録、

月報、名簿等の取り扱いと保管については厳重に管理します。 

  ②個人情報の収集、利用、提供及び預託を行う場合には、業務実態に応じた個人情報の

適切な管理を行います。 

   ・個人情報を管理するコンピューターを操作する従事者を特定します。 

   ・コンピューターにはＩＤとパスワードを設定し、アクセス制限を行います。 

   ・定期的にパスワードを変更します。（半年に１回） 

   ・コンピューターにはウィルス除去ソフトによる保護をかけます。 

  ③個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の予防ならびに

是正に関する適切な処置を講じます。 

  ④個人情報の書面による管理は極力避け、なるべく人目に触れないように管理します。 

   また書面による管理においても、ファイル等は所定の書庫等で保管し施錠します。 

  ⑤個人情報に関する書類やデータは持ち帰ることを禁じ、必ず館内で取り扱います。 

  ⑥書類や記録メディアを処分する際にはシュレッダーに掛ける等、再現出来ない状態に

したのちに廃棄します。 

 2)利用者のプライバシー保護や利用者への配慮について 

  ①職員は守秘義務に徹します。就労契約締結時にその誓約書を取り交わします。 

  ②相談等に応じた場合については、プライバシーを守り、相談内容に応じて行政など専

門機関の紹介を行います。後日、必ずフォローアップを行い、経過を確認していきま

す。相談内容は「相談記録表」に記載し、保管します。 

  ③事例検討会での個人情報の活用や、ポスター、チラシへの記事の掲載にあたっては、

事前に本人・保護者の了解を得ます。 

 

 

 

 



５．利用者に対する配慮について 

  本施設が広く区民を利用対象者とする公共財であることを念頭に置き、利用申し込みに

対しては、正当な理由なく利用を認めなかったり、利用について不当な差別的扱いをする

ことのないようにします。 

  白根健康福祉センターの理念、取り組みや活動の様子、手伝ってほしいことなどを積極

的に地域に発信していきます。 

 

 1)利用者一人ひとりを大切にした、信頼関係づくりとニーズに基づいた企画の実施 

   利用者協議会の開催・アンケート・意見箱の設置、日常ふれあう中で利用者とよく話

をし、公平性を保ちます。またその声を事業に反映させる仕組みを大切にします。多

くの利用者が企画から運営まで主体的に参加する場面を意識的に作り出します。 

 2)館内掲示の活用、行事のＰＲ 

   自主事業等の行事を行う際には、ＨＰ、市報への掲載、館内の掲示板を有効に活用し

ＰＲするとともにポスターやチラシを作成した場合には近隣施設に足を運び、配置を

お願いする等、相互に協力し合う関係作りも同時に行います。 

 

６．利用者のニーズの把握と反映について 

  ・利用者とのコミュニケーションを深め、また意見箱を設置することで利用者の意見を

吸い上げます。 

  ・苦情対応は、利用者が安心して自らサービスを選択できる仕組みとして重要であると

考えます。苦情や要望を大切なものとして受け止める市政を利用者に示し、苦情を言

いやすい環境作りを目指します。その上で苦情の対応を通じ仕事の質を問い直し、高

める契機にします。さらに、利用者・区民をサービスの受け手に留めず、たくさんの

力や意欲を活かした企画作りや運営参加を進めながら、施設運営に反映させるように

していきます。 

 

７．安全確保及び緊急時の対応について  

 1)利用者及び近隣住民の安全確保について 

日頃から職員に安全への心構えを徹底して高めます。利用者を取り巻く環境の安全、

近隣住民に及ぼす可能性のある事象等に出来る限りの配慮をするとともに、万が一の

事態を想定して、最善の対処が出来るように備えます。 

①日常的な安全対策と事故防止策について 

    安全な環境とは、利用者の心が安らげる環境を作り出すこと、事故防止はそれを維持

することと認識し、そのために以下のことを行います。 

   ・清掃、消毒 

   館内をいつも明るく清潔で整頓された状態を維持することで、利用者から気持ち

良く利用してもらえるように心掛けます。 

 



 ・環境 

   施設設備は正常な状態であるか、定期的に巡回し、点検・確認を行います。異常

等があった場合は、早急に補修等の処置を行います。 

 ・避難路の確保 

   避難路にあたる通路や出入口、階段等は障害となる物が置かれていないか、確認

をします。障害となる物があった場合は速やかに移動、撤去します。 

 ・障害物並びに危険物 

   センターの内部及び敷地内において、障害となる物や危険と思われるような物が

ないか、定期的に巡回し点検・確認を行います。 

障害となる物があった場合は速やかに撤去等の処置を行い、危険と思われるもの

があった場合、処置できないものは業者等に依頼するなどの処置を行います。 

   ・閉館時の館内放送 

     閉館10分前と5分前に、利用者の安全確保のために館内放送にて閉館を知らせます。 

②防犯の対応について 

   (1)防犯、不審者対策 

  ・施錠を徹底し、不審者の出入に注意を払います。 

・危険な場所や不審者情報を収集し､職員全員で共有します。 

  ・施設内に不審者が侵入した場合は、速やかに利用者を非難させ、１１０番通報や

助けを求めます。 

  ・防犯用品を揃えておきます。 

 (2)防災の対応について 

  ・事前に予想されることへの対応を、全職員、関係者と話し合って、細かく決めて

置くようにします。 

 ・防火、防災管理者講習を定期的に受けるなど、職員に教育を行います。 

(3)緊急時 

・緊急時に備え、緊急連絡先は目の届くところに配置し、警察、区役所、消防署、

保健所、救急病院には安全確保のために協力を依頼します。 

③防火の対応について 

   (1)日常点検 

  ・開館前、閉館前に全館を見回り、火の元の確認、器具等の確認を行い、日報にて

報告します。 

  ・不備等があった場合は、速やかに処置を行います。 

(2)定期点検 

  ・消防設備等については年２回の定期点検を行います。 

 (3)報告 

  ・日報は月次に、定期点検の結果は年次に報告書を提出します。 

・点検の結果、不備等があった場合、南区の担当者へ速やかに報告をします。 

 



④災害発生時の対応について 

   災害が発生した場合、新潟市で決定されている要綱・マニュアルや指示に従って対応

します。 

   (1)大規模地震発生時の対応 

    ・来館者への迅速な避難誘導を行い、来館者の安全確保に努めます。 

・来館者への最新の情報提供を行い、来館者の平静確保に努めます。 

(2)台風、豪雨、豪雪時の対応 

    ・著しく来館、帰宅の困難が予測される場合、利用者の安全を考慮し、区と協議を

して休館もしくは閉館時間の変更などの処置を取ります。 

 

 ⑤その他、緊急時の対応について 

   (1)急病者対応 

    ・急病者の状態確認、場合によっては救急車の手配や応急処置を行います。 

    ・対応が出来るよう、職員は全員｢救命技能認定者｣の認定を受け、認定後も定期的

に講習を受けるようにします。 

   (2)新型コロナウィルス感染及び予防対策 

    ・職員はもとより、検温、手洗い、うがい、消毒の励行、マスク着用を利用者にも

呼びかけします。 

    ・問い合わせに対しても最新情報を入手し、案内できるように努めます。 

    ・職員及び利用者より感染者、濃厚接触者が判明した場合、速やかに関係機関に連

絡し、適切な対応を行います。 

   (3)福祉的避難所 

    ・区より福祉的避難所の開設指示が出た場合には、マニュアルに則り、運営します。 

 

 2)再発防止策 

   事故が発生した場合、その原因及び対応について分析をし、再発防止策を立て、職員

で共通理解をはかるようにし、再発防止行動に努めます。 

 

８．経費節減のための工夫 

  ・省電力の徹底（エコ運転等）、節水による水光熱費の抑制、日常のメンテナンスによる

器具備品の消耗軽減、物品の寄付の呼びかけなど経費節減に努めます。 

  ・委託料の見直し等を常に意識し、根本的な経費抑制に努めます。 

  ・デマンド監視装置による電力のデマンド値を管理し、電力基本料金の維持及び低減に

努めます。 

  ・自然エネルギーの購入やアイドリングストップを心掛けＣＯ2 の削減に貢献します。 

  ・消耗品等は安値店舗をリサーチし、購入します。 

 

 



９．ごみ減量やエネルギー削減等の環境に対する配慮 

  ・５Ｒ（リフューズ･リデュース･リユース･リサイクル･リペア）の徹底をはかります。 

  ・備品等はエコマークの付いた品物やグリーン購入法適合品、FSC 認証商品を購入するよ

うに努めます。 

 

10．社会貢献活動等について 

  令和 3 年度同様に以下の活動について取り組みます。 

 

  ・センターにフードバンク寄贈ＢＯＸを常設し、寄せられた寄贈品（食品の他、衣類、

日用品、文具等）をフードバンク連絡協議会に橋渡しを行います。 

  ・フードバンク連絡協議会と連携して、フードパントリー＆ドライブを月 1 回程度開催

し、ボランティアとして職員が協力します。 

・センターにおもちゃ回収ＢＯＸを常設し、寄付、修理依頼等、おもちゃ病院新潟と連

携していきます。 

・センター内の自販機に設置した回収ＢＯＸ、グループ内から寄せられたペットボトル

キャップを回収処理施設へ持ち込みます。 

（令和 3 年度まで 16,000 個 40kg、ポリオワクチン 10 人分になりました） 

・センターで発生する有価物（古紙、段ボール類）を障がい者施設に寄付します。 

・プレジョブ生の受け入れを積極的に行います。（昨年度は新型コロナウイルス感染症拡

大予防のため、受け入れできませんでした。） 

・自主的に献血を行います。(昨年度 1 名 2 回) 

  ・センターの敷地内の清掃だけでなく、周辺の歩道や側溝の清掃も実施します。 

  ・積雪時にはセンター敷地内に限らず、周辺歩道の除雪も行います。 

  ・近隣の放課後等ディ施設「ぷぁぷ」での音楽遊びを計画します。（昨年度は新型コロナ

ウィルス感染拡大に伴って未実施となりました。） 

  ・近隣にある、心の居場所「ぱるのにわ」にて歌声喫茶の開催を予定しています。 

（昨年度は新型コロナウィルス感染拡大に伴い休止しました。） 

  ・近隣のお茶の間から要望があれば、音楽演奏を開催します。 

  ・味方ディサービスにて手遊びの演奏を数回行います。 

   

 
 


